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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局からデータを受信する通信手段と、
　この携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
を選定するデータ選定手段とを備え、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信する携帯通信端末機に装着されるＩＣカードであって、
　前記携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを前記携帯通信端末機へと送信する送信手段と、
　前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデー
タ管理手段と、
　を備えるＩＣカード。
【請求項２】
　請求項１に記載のＩＣカードにおいて、
　前記受信手段で受信する前記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと
前記携帯通信端末機が予測したデータを含むこと、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項３】



(2) JP 5040468 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

　請求項１又は請求項２に記載のＩＣカードにおいて、
　前記送信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を前記携帯通信
端末機に送信すること、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のＩＣカードにおいて、
　前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記受信手段で受信した前記データを復号化する復号手段を備え、
　前記送信手段は、前記復号手段で復号化した前記データを前記携帯通信端末機へと送信
すること、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項５】
　基地局からデータを受信する通信手段と、
　この携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
を選定するデータ選定手段とを備え、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信する携帯通信端末機に装着されるＩＣカードであって、
　前記携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを前記携帯通信端末機へと送信する送信手段と、
　前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデー
タ管理手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを保存する記憶手段とを備え、
　前記送信手段は、前記携帯通信端末機からの要求に基づいて前記記憶手段から前記デー
タを読み出して前記携帯通信端末機へと送信すること、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項６】
　請求項５に記載のＩＣカードにおいて、
　前記受信手段で受信する前記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと
前記携帯通信端末機が予測したデータを含むこと、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６に記載のＩＣカードにおいて、
　前記送信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を前記携帯通信
端末機に送信すること、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項８】
　請求項５から請求項７までのいずれか１項に記載のＩＣカードにおいて、
　前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記データを前記受信手段で受信して前記記憶手段に保存するときに、前記データを復
号化する復号手段を備えること、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項９】
　請求項５から請求項７までのいずれか１項に記載のＩＣカードにおいて、
　前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記データを前記送信手段によって前記記憶手段から読み出したときに、前記データを
復号化する復号手段を備えること、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項１０】
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　当該携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを当該携帯通信端末機へと送信する送信手段と、
　前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデー
タ管理手段とを備えるＩＣカードを装着した携帯通信端末機であって、
　基地局からデータを受信する通信手段と、
　前記通信手段によって受信した前記データを保存する記憶手段と、
　前記データを実行するときに、前記記憶手段に保存された前記データを前記ＩＣカード
に送信するデータ送信手段と、
　前記ＩＣカードから前記データを受信するデータ受信手段と、
　前記データ受信手段で受信した前記データを実行するデータ実行手段と、
　当該携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
を選定するデータ選定手段とを備え、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信すること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の携帯通信端末機において、
　前記受信手段で受信する前記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと
当該携帯通信端末機が予測したデータを含むこと、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１２】
　請求項１０又は請求項１１に記載の携帯通信端末機において、
　前記送信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を当該携帯通信
端末機に送信すること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１３】
　請求項１０から請求項１２までのいずれか１項に記載の携帯通信端末機において、
　前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記ＩＣカードは、前記受信手段で受信した前記データを復号化する復号手段を備え、
　前記送信手段は、前記復号手段で復号化した前記データを当該携帯通信端末機へと送信
すること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１４】
　当該携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを当該携帯通信端末機へと送信する送信手段と、
　前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデー
タ管理手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを保存する記憶手段とを備え、
　前記送信手段は、当該携帯通信端末機からの要求に基づいて前記記憶手段から前記デー
タを読み出して当該携帯通信端末機へと送信するＩＣカードを装着した携帯通信端末機で
あって、
　基地局からデータを受信する通信手段と、
　前記通信手段によって受信した前記データを前記ＩＣカードに送信するデータ送信手段
と、
　前記データを実行するときに、前記ＩＣカードから前記データを受信するデータ受信手
段と、
　前記データ受信手段で受信した前記データを実行するデータ実行手段と、
　当該携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
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を選定するデータ選定手段とを備え、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信すること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の携帯通信端末機において、
　前記受信手段で受信する前記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと
当該携帯通信端末機が予測したデータを含むこと、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５に記載の携帯通信端末機において、
　前記送信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を当該携帯通信
端末機に送信すること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１７】
　請求項１４から請求項１６のいずれか１項に記載の携帯通信端末機において、
　前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記ＩＣカードは、前記データを前記受信手段で受信して前記記憶手段に保存するとき
に、前記データを復号化する復号手段を備えること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１８】
　請求項１４から請求項１６のいずれか１項に記載の携帯通信端末機において、
　前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記ＩＣカードは、前記データを前記送信手段によって前記記憶手段から読み出したと
きに、前記データを復号化する復号手段を備えること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項１９】
　請求項１０から請求項１８までのいずれか１項に記載の携帯通信端末機において、
　前記データ受信手段は、前記ＩＣカードから前記データの使用情報を受信し、
　前記通信手段は、前記データ受信手段で受信する前記データの使用情報を前記基地局へ
送信すること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項２０】
　基地局からデータを受信する通信手段と、
　前記通信手段によって受信した前記データを保存する記憶手段と、
　前記データを使用するときに、前記記憶手段から前記データを読み出して、読み出した
前記データを実行するデータ実行手段と、
　前記データ実行手段で実行された前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理
するデータ管理手段と、
　当該携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
を選定するデータ選定手段とを備え、
　前記通信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を前記基地局に
送信し、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信すること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
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【請求項２１】
　請求項２０に記載の携帯通信端末機において、
　前記通信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記データを前記通信手段で受信して前記記憶手段に保存するときに、前記データを復
号化する復号手段を備えること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の携帯通信端末機において、
　前記通信手段で受信する前記データは、暗号化されており、
　前記データを前記データ実行手段によって前記記憶手段から読み出したときに、前記デ
ータを復号化する復号手段を備えること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項２３】
　請求項２０から請求項２２までのいずれか１項に記載の携帯通信端末機において、
　前記記憶手段は、耐タンパ性を有していること、
　を特徴とする携帯通信端末機。
【請求項２４】
　基地局からデータを受信する通信手段と、
　この携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
を選定するデータ選定手段を備え、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信する携帯通信端末機に装着されるＩＣカードに使用されるＩＣカ
ード用プログラムであって、
　コンピュータを、
　前記携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを前記携帯通信端末機へと送信する送信手段と、
　前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデー
タ管理手段、
　として機能させるＩＣカード用プログラム。
【請求項２５】
　基地局からデータを受信する通信手段と、
　この携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
を選定するデータ選定手段とを備え、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信する携帯通信端末機に装着されるＩＣカードに使用されるＩＣカ
ード用プログラムであって、
　コンピュータを、
　前記携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記データを保存する記憶手段と、
　前記記憶手段で保存した前記データを、前記携帯通信端末機からの要求に基づいて前記
携帯通信端末機へと送信する送信手段と、
　前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデー
タ管理手段、
　として機能させるＩＣカード用プログラム。
【請求項２６】
　コンピュータを、
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　基地局からデータを受信する通信手段と、
　前記通信手段によって受信した前記データを保存する記憶手段と、
　前記データを使用するときに、前記記憶手段から前記データを読み出して、読み出した
前記データを実行するデータ実行手段と、
　前記データ実行手段で実行された前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理
するデータ管理手段と、
　当該携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータ
を選定するデータ選定手段として機能させ、
　前記通信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を前記基地局に
送信し、
　前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信した
ときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、
　前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に
前記基地局から予め受信すること、
　を特徴とする携帯通信端末機用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データを管理するＩＣカード、携帯通信端末機、ＩＣカード用プログラム及
び携帯通信端末機用プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　昨今の携帯通信端末機は、インターネットなどの通信手段により基地局を介して特定の
サーバから情報（データ）をダウンロードした場合、そのダウンロードしたファイルサイ
ズなどに応じて料金を支払う課金システムが提案、実現されている（例えば、特許文献１
参照）。
　特許文献１の携帯電話機は、データのダウンロード時に必要となる個人情報の入力の負
担を軽減する課金処理を提案している。
　しかし、このような携帯電話機は、地下鉄のトンネルなどの基地局からの電波が遮断さ
れてしまう領域に携帯電話機の使用者が移動した場合、サーバからデータをダウンロード
できなかったり、ダウンロードが中断したりして、使用者に安定した情報の提供を行うこ
とができなかった。また、ダウンロードが中断することによって、適正にデータがダウン
ロードされなかったにも関わらず、ダウンロードの使用料金が徴収されたり、ダウンロー
ドの中断後の通信状態が回復したときに、再度データをダウンロードすることによって、
中断の前後で二重に使用料金を徴収されたりする場合があった。
【特許文献１】特開２００６－１９００３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、ダウンロードしたデータの使用結果に基づいて適正に使用情報を管理
することができるＩＣカード、携帯通信端末機、ＩＣカード用プログラム及び携帯通信端
末機用プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るために、本発明の実施形態に対応する符号を括弧内に付して説明するが、これに限定さ
れるものではない。
　請求項１の発明は、基地局からデータを受信する通信手段と、この携帯通信端末機の使
用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータを選定するデータ選定手段
とを備え、前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を
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受信したときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、前記通
信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に前記基地
局から予め受信する携帯通信端末機（５０）に装着されるＩＣカード（１０）であって、
前記携帯通信端末機（５０）からデータを受信する受信手段（１３）と、前記受信手段（
１３）で受信した前記データを前記携帯通信端末機（５０）へと送信する送信手段（１４
）と、前記送信手段（１４）で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を
管理するデータ管理手段（１２ｂ）と、を備えるＩＣカード（１０）である。
　請求項２の発明は、請求項１に記載のＩＣカード（１０）において、前記受信手段（１
３）で受信する前記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと前記携帯通
信端末機（５０）が予測したデータを含むこと、を特徴とするＩＣカード（１０）である
。
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載のＩＣカード（１０）において、前記
送信手段（１４）は、前記データ管理手段（１２ｂ）で管理する前記データの使用情報を
前記携帯通信端末機（５０）に送信すること、を特徴とするＩＣカード（１０）である。
　請求項４の発明は、請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のＩＣカード（１
０－２）において、前記受信手段（１３）で受信する前記データは、暗号化されており、
前記受信手段（１３）で受信した前記データを復号化する復号手段（１５）を備え、前記
送信手段（１４）は、前記復号手段で復号化した前記データを前記携帯通信端末機（５０
）へと送信すること、を特徴とするＩＣカード（１０）である。
　請求項５の発明は、基地局からデータを受信する通信手段と、この携帯通信端末機の使
用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータを選定するデータ選定手段
とを備え、前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を
受信したときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、前記通
信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に前記基地
局から予め受信する携帯通信端末機に装着されるＩＣカードであって、前記携帯通信端末
機からデータを受信する受信手段と、前記受信手段で受信した前記データを前記携帯通信
端末機へと送信する送信手段と、前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記デ
ータの使用情報を管理するデータ管理手段と、前記受信手段（１３）で受信した前記デー
タを保存する記憶手段（１２）とを備え、前記送信手段（１４）は、前記携帯通信端末機
（５０）からの要求に基づいて前記記憶手段（１２ａ）から前記データを読み出して前記
携帯通信端末機（５０）へと送信すること、を特徴とするＩＣカード（１０）である。
　請求項６の発明は、請求項５に記載のＩＣカードにおいて、前記受信手段で受信する前
記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと前記携帯通信端末機が予測し
たデータを含むこと、を特徴とするＩＣカードである。
　請求項７の発明は、請求項５又は請求項６に記載のＩＣカードにおいて、前記送信手段
は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を前記携帯通信端末機に送信す
ること、を特徴とするＩＣカードである。
　請求項８の発明は、請求項５から請求項７までのいずれか１項に記載のＩＣカード（１
０）において、前記受信手段（１３）で受信する前記データは、暗号化されており、前記
データを前記受信手段（１３）で受信して前記記憶手段（１２ａ）に保存するときに、前
記データを復号化する復号手段を備えること、を特徴とするＩＣカード（１０）である。
　請求項９の発明は、請求項５から請求項７までのいずれか１項に記載のＩＣカード（１
０）において、前記受信手段（１３）で受信する前記データは、暗号化されており、前記
データを前記送信手段によって前記記憶手段（１２ａ）から読み出したときに、前記デー
タを復号化する復号手段（１５）を備えること、を特徴とするＩＣカード（１０）である
。
【０００５】
　請求項１０の発明は、当該携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、前記受信
手段で受信した前記データを当該携帯通信端末機へと送信する送信手段と、前記送信手段
で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデータ管理手段とを
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備えるＩＣカードを装着した携帯通信端末機（５０－２）であって、基地局（８０）から
データを受信する通信手段（５２）と、前記通信手段（５２）によって受信した前記デー
タを保存する記憶手段（５９）と、前記データを実行するときに、前記記憶手段（５９）
に保存された前記データを前記ＩＣカード（１０－２）に送信するデータ送信手段（５４
）と、前記ＩＣカード（１０－２）から前記データを受信するデータ受信手段（５５）と
、前記データ受信手段（５５）で受信した前記データを実行するデータ実行手段（５７）
と、当該携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデー
タを選定するデータ選定手段とを備え、前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環
境である旨の通信遮断信号を受信したときに、使用者が利用するであろうと予測されるデ
ータの選定を開始し、前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使
用者が利用する前に前記基地局から予め受信すること、を特徴とする携帯通信端末機（５
０－２）である。
　請求項１１の発明は、請求項１０に記載の携帯通信端末機において、前記受信手段で受
信する前記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと当該携帯通信端末機
が予測したデータを含むこと、を特徴とする携帯通信端末機である。
　請求項１２の発明は、請求項１０又は請求項１１に記載の携帯通信端末機において、前
記送信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を当該携帯通信端末
機に送信すること、を特徴とする携帯通信端末機である。
　請求項１３の発明は、請求項１０から請求項１２までのいずれか１項に記載の携帯通信
端末機において、前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、前記ＩＣカ
ードは、前記受信手段で受信した前記データを復号化する復号手段を備え、前記送信手段
は、前記復号手段で復号化した前記データを当該携帯通信端末機へと送信すること、を特
徴とする携帯通信端末機である。
【０００６】
　請求項１４の発明は、当該携帯通信端末機からデータを受信する受信手段と、前記受信
手段で受信した前記データを当該携帯通信端末機へと送信する送信手段と、前記送信手段
で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデータ管理手段と、
前記受信手段で受信した前記データを保存する記憶手段とを備え、前記送信手段は、当該
携帯通信端末機からの要求に基づいて前記記憶手段から前記データを読み出して当該携帯
通信端末機へと送信するＩＣカードを装着した携帯通信端末機（５０）であって、基地局
（８０）からデータを受信する通信手段（５２）と、前記通信手段（５２）によって受信
した前記データを前記ＩＣカード（１０）に送信するデータ送信手段（５４）と、前記デ
ータを実行するときに、前記ＩＣカード（１０）から前記データを受信するデータ受信手
段（５５）と、前記データ受信手段（５５）で受信した前記データを実行するデータ実行
手段（５７）と、当該携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予
測されるデータを選定するデータ選定手段とを備え、前記データ選定手段は、通信が遮断
されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信したときに、使用者が利用するであろうと
予測されるデータの選定を開始し、前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記
データを、使用者が利用する前に前記基地局から予め受信すること、を特徴とする携帯通
信端末機（５０）である。
　請求項１５の発明は、請求項１４に記載の携帯通信端末機において、前記受信手段で受
信する前記データは、使用者がダウンロードして利用するであろうと当該携帯通信端末機
が予測したデータを含むこと、を特徴とする携帯通信端末機である。
　請求項１６の発明は、請求項１４又は請求項１５に記載の携帯通信端末機において、前
記送信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を当該携帯通信端末
機に送信すること、を特徴とする携帯通信端末機である。
　請求項１７の発明は、請求項１４から請求項１６のいずれか１項に記載の携帯通信端末
機において、前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、前記ＩＣカード
は、前記データを前記受信手段で受信して前記記憶手段に保存するときに、前記データを
復号化する復号手段を備えること、を特徴とする携帯通信端末機である。
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　請求項１８の発明は、請求項１４から請求項１６のいずれか１項に記載の携帯通信端末
機において、前記受信手段で受信する前記データは、暗号化されており、前記ＩＣカード
は、前記データを前記送信手段によって前記記憶手段から読み出したときに、前記データ
を復号化する復号手段を備えること、を特徴とする携帯通信端末機である。
　請求項１９の発明は、請求項１０から請求項１８までのいずれか１項に記載の携帯通信
端末機（５０）において、前記データ受信手段（５５）は、前記ＩＣカード（１０）から
前記データの使用情報を受信し、前記通信手段（５２）は、前記データ受信手段（５５）
で受信する前記データの使用情報を前記基地局（８０）へ送信すること、を特徴とする携
帯通信端末機（５０）である。
【０００７】
　請求項２０の発明は、基地局（８０）からデータを受信する通信手段（５２）と、前記
通信手段（５２）によって受信した前記データを保存する記憶手段（５９ａ）と、前記デ
ータを使用するときに、前記記憶手段（５９－３）から前記データを読み出して、読み出
した前記データを実行するデータ実行手段（５７）と、前記データ実行手段（５７）で実
行された前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデータ管理手段（５９
ｂ）と、当該携帯通信端末機の使用者がダウンロードして利用するであろうと予測される
データを選定するデータ選定手段とを備え、前記通信手段（５２）は、前記データ管理手
段（５９ｂ）で管理する前記データの使用情報を前記基地局（８０）に送信し、前記デー
タ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を受信したときに、使
用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、前記通信手段は、前記デー
タ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に前記基地局から予め受信する
こと、を特徴とする携帯通信端末機（５０－３）である。
　請求項２１の発明は、請求項２０に記載の携帯通信端末機（５０－３）において、前記
通信手段（５２）で受信する前記データは、暗号化されており、前記データを前記通信手
段（５２）で受信して前記記憶手段（５９ａ）に保存するときに、前記データを復号化す
る復号手段（６０）を備えること、を特徴とする携帯通信端末機（５０－３）である。
　請求項２２の発明は、請求項２０に記載の携帯通信端末機（５０－３）において、前記
通信手段（５２）で受信する前記データは、暗号化されており、前記データを前記データ
実行手段（５７）によって前記記憶手段（５９ａ）から読み出したときに、前記データを
復号化する復号手段（６０）を備えること、を特徴とする携帯通信端末機（５０－３）で
ある。
　請求項２３の発明は、請求項２０から請求項２２までのいずれか１項に記載の携帯通信
端末機（５０－３）において、前記記憶手段（５９ａ）は、耐タンパ性を有していること
、を特徴とする携帯通信端末機（５０－３）である。
【０００８】
　請求項２４の発明は、基地局からデータを受信する通信手段と、この携帯通信端末機の
使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータを選定するデータ選定手
段を備え、前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号を
受信したときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、前記通
信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に前記基地
局から予め受信する携帯通信端末機（５０）に装着されるＩＣカード（１０）に使用され
るＩＣカード用プログラムであって、コンピュータ（１１）を、前記携帯通信端末機（５
０）からデータを受信する受信手段（Ｓ１０６）と、前記受信手段（Ｓ１０６）で受信し
た前記データを前記携帯通信端末機（５０）へと送信する送信手段（Ｓ２０７）と、前記
送信手段（Ｓ２０７）で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理す
るデータ管理手段（Ｓ２０５）、として機能させるＩＣカード用プログラムである。
　請求項２５の発明は、基地局からデータを受信する通信手段と、この携帯通信端末機の
使用者がダウンロードして利用するであろうと予測されるデータを選定するデータ選定手
段とを備え、前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信遮断信号
を受信したときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始し、前記
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通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前に前記基
地局から予め受信する携帯通信端末機（５０－２）に装着されるＩＣカード（１０－２）
に使用されるＩＣカード用プログラムであって、コンピュータ（１１）を、前記携帯通信
端末機（５０－２）からデータを受信する受信手段と、前記受信手段で受信した前記デー
タを保存する記憶手段と、前記記憶手段で保存した前記データを、前記携帯通信端末機（
５０－２）からの要求に基づいて前記携帯通信端末機（５０－２）へと送信する送信手段
と、前記送信手段で送信した前記データに基づいて、前記データの使用情報を管理するデ
ータ管理手段、として機能させるＩＣカード用プログラムである。
　請求項２６の発明は、コンピュータ（５１）を、基地局（８０）からデータを受信する
通信手段と、前記通信手段によって受信した前記データを保存する記憶手段と、前記デー
タを使用するときに、前記記憶手段から前記データを読み出して、読み出した前記データ
を実行するデータ実行手段と、前記データ実行手段で実行された前記データに基づいて、
前記データの使用情報を管理するデータ管理手段と、当該携帯通信端末機の使用者がダウ
ンロードして利用するであろうと予測されるデータを選定するデータ選定手段として機能
させ、前記通信手段は、前記データ管理手段で管理する前記データの使用情報を前記基地
局（８０）に送信し、前記データ選定手段は、通信が遮断されやすい環境である旨の通信
遮断信号を受信したときに、使用者が利用するであろうと予測されるデータの選定を開始
し、前記通信手段は、前記データ選定手段で選定した前記データを、使用者が利用する前
に前記基地局から予め受信すること、を特徴とする携帯通信端末機用プログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、以下のような効果がある。
（１）送信手段で携帯通信端末機に送信したデータの使用情報をデータ管理手段によって
管理しているので、携帯通信端末機で使用されたデータに対して使用情報を記録すること
ができ、その使用情報に基づいてデータの使用料金などを適正に管理することができる。
（２）受信手段で受信するデータは、使用者がダウンロードして利用するであろうと携帯
通信端末機が予測したデータを含んでいるので、データを継続的にダウンロードして実行
する携帯通信端末機の通信が遮断された場合において、携帯通信端末機が予測したデータ
から適切なデータを読み出して、データの実行が中断されるのを防止することができる。
【００１０】
（３）送信手段は、データの使用情報を携帯通信端末機に送信するので、そのデータの使
用情報を携帯通信端末機から外部の基地局へと送信することができ、データの使用情報を
携帯通信端末機の外部で管理することができる。
（４）携帯通信端末機から受信した暗号化されたデータを復号化して携帯通信端末機に送
信しているので、セキュリティ性の高いＩＣカードに復号部を設けることにより、不正に
復号部を操作されるのを防止することができる。
【００１１】
（５）携帯通信端末機から受信したデータを記憶手段で保存しているので、携帯通信端末
機で使用するまでデータをセキュリティ性の高いＩＣカード内で保存することができる。
（６）暗号化されたデータを、記憶手段に保存するときに復号化しているので、データを
記憶手段から読み出したときに、データを復号化する作業を省くことができ、データの読
み出し動作の応答を高速にすることができる。
（７）暗号化されたデータを、記憶手段から読み出すときに復号化しているので、使用し
ないデータは復号化せずに記憶手段に保存しておくことができ、記憶手段に対して不正が
あった場合に、内部のデータが読み出されるのを防止することができる。
【００１２】
（８）携帯通信端末機は、記憶手段に保存されたデータを、データ実行手段で実行したと
きに、データの使用情報をデータ管理手段によって管理しているので、ＩＣカードを用い
ずにデータ及びデータの使用情報を管理することができ、また、ＩＣカードとのデータな
どの送受信を省くことができ、携帯通信端末機の処理速度を向上させることができる。
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（９）携帯通信端末機に設けられた記憶手段は、耐タンパ性を有しているので、その内部
に保存したデータが不正な行為によって外部に読み出されるのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、ダウンロードしたデータの使用結果に基づいて適正に使用情報を管理するこ
とができるＩＣカード、携帯通信端末機、ＩＣカード用プログラム及び携帯通信端末機用
プログラムを提供するという目的を、データを記憶手段に保存しておき、記憶手段からデ
ータを読み出して実行したときに、データの使用情報を管理することにより実現する。
【００１４】
（第１実施形態）
　以下、図面等を参照して、本発明の実施形態をあげて、さらに詳しく説明する。
　図１は、本発明によるＩＣカードを装着した携帯通信端末機の第１実施形態としてＩＣ
カードを装着した携帯電話機の概略を示す図である。図２は、携帯電話機でダウンロード
したデータの流れを説明する模式図である。
【００１５】
　携帯電話機（携帯通信端末機）５０は、図１に示すように、ＣＰＵ５１、通信部５２、
操作部５３、転送部（データ送信手段）５４、データ読み出し部（データ受信手段）５５
、先読み部（データ選定手段）５６、ネットワークアプリ実行部（指示手段及びデータ実
行手段）５７及びショートメッセージ処理部５８を備えている。携帯電話機５０は、不図
示の電話機能と、図２に示すように、外部のサーバ８１や課金サーバ８２などから基地局
８０を介してデータを自在に送受信することができるインターネット機能とを備えた携帯
可能な電話機である。また、携帯電話機５０は、ＩＣカード１０がその内部に装着されて
おり、ＩＣカード１０に記録された認証情報や暗証鍵などによって、通話などの通信機能
を使用することができる。
【００１６】
　ＣＰＵ５１は、携帯電話機５０の各部と接続されており、携帯電話機５０を統括して制
御する制御回路（コンピュータ）である。
　通信部５２は、外部の基地局８０に対して電話の通信情報や、インターネットのデータ
などを送受信する通信回路である。ここで、本実施形態では説明を明確にするために、通
信部５２から受信するデータとしてインターネット接続により、サーバ８１から受信（ダ
ウンロード）したデータを例にして説明するが、通信部５２が受信するデータには、電話
機能の通話情報も含まれており、その通話情報は通信部５２を介して携帯電話機５０に設
けられた不図示の通信処理部によって適切に処理されているものとする。また、通信部５
２がダウンロードしたデータは、不正な利用を防止するために予め暗号化されているもの
とする。
【００１７】
　操作部５３は、携帯電話機５０の通話や、インターネットの接続操作などを行う際に使
用する複数のボタン及びテンキーである。
　転送部５４は、ＩＣカード１０に対して特定のデータを送信する出力部である。具体的
には、転送部５４は、図２に示すように、通信部５２を介して受信（ダウンロード）した
データを、後述のＩＣカード１０の受信部１３を介して伝送データＤＢ１２ａに保存して
いる。また、転送部５４は、携帯電話機５０からＩＣカード１０に対する動作命令を受信
部１３に送信することができる。
　データ読み出し部５５は、ＩＣカード１０に対して送信された命令に応じて、ＩＣカー
ド１０から出力されるデータを受信するインターフェース部である。
【００１８】
　先読み部５６は、通信部５２が基地局８０を介して外部のサーバと通信を行っていると
きに、携帯電話機５０の使用者が利用するであろうと予測されるデータ（予測データ）を
選定（先読み処理）し、使用者が利用する前に、予め通信部５２にその予測データを受信
させることができる。この先読み部５６は、通信が断続的に遮断される環境、例えば、地
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下鉄のトンネル内などにおいて主に活用することができ、本実施形態では、通信が遮断さ
れやすい環境である旨の信号（通信遮断信号）が地下鉄の駅から発しており、携帯電話機
５０の通信部５２がその通信遮断信号を受信したときに、後述のネットワークアプリ実行
部５７を介して先読み部５６が先読み処理を開始する。
【００１９】
　ネットワークアプリ実行部５７は、通信部５２を介してダウンロードしたデータを実行
して、携帯電話機５０に設けられた不図示のディスプレイにデータの実行内容を表示する
。また、ネットワークアプリ実行部５７は、通信部５２が通信遮断信号を受信したときに
、先読み部５６に対して先読み処理を行う旨の命令を送信する。さらに、ネットワークア
プリ実行部５７は、ＩＣカード１０に保存された予測データを読み出す読み出し命令を、
転送部５４を介してＩＣカード１０へ送信し、それに応じてＩＣカード１０から送信され
る平文データを、データ読み出し部５５を介して受信して実行する。ここで、平文データ
とは、暗号化された予測データを後述の復号部１５によって復号化されたデータのことを
示す。
　ショートメッセージ処理部５８は、課金サーバ８２から送信された命令に基づいて、携
帯電話機５０でダウンロードして使用したデータの使用情報を後述のＩＣカード１０の伝
送データＤＢ１２ａから受信し、通信部５２を介して課金サーバ８２へと送信させる処理
回路である。
【００２０】
　ＩＣカード１０は、上述したように携帯電話機５０に装着された耐タンパ性を有したＵ
ＩＭ（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードであり、その内部に個人認証
情報や、電話の通信機能の認証情報、インターネット使用時にダウンロードしたデータの
復号鍵などを備えている。また、ＩＣカード１０は、ＣＰＵ１１、ＥＥＰＲＯＭ１２、受
信部１３、データ送信部１４、復号部１５及びＲＯＭ１６を備えている。ここで、耐タン
パ性とは、内部の情報を物理的又は論理的に読み取られたり、改ざんされたりすることへ
の耐性であり、耐タンパ性を有したＩＣカード１０を用いることによって、その内部に記
録される上述の認証情報や復号鍵などが不正に読み出されるのを防止することができる。
【００２１】
　ＣＰＵ１１は、ＩＣカード１０の各部を統括制御する制御回路（コンピュータ）であり
、ＩＣカード１０の各部と接続されている。
　ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２は、書き換え自在な不揮発性メモリであ
り、伝送データＤＢ（データベース）１２ａと課金ＤＢ１２ｂとを備えている。
　伝送データＤＢ１２ａは、前述した携帯電話機５０の通信部５２がダウンロードした予
測データを保存する領域である。
　課金ＤＢ１２ｂは、携帯電話機５０からの命令に応じて後述のデータ送信部１４が携帯
電話機５０に送信した予測データの送信履歴を使用情報として保存する領域である。ここ
で、使用情報は、例えば、送信したデータの種類や大きさ（容量）である。
【００２２】
　受信部１３は、携帯電話機５０の通信部５２でダウンロードして、転送部５４によって
送信される予測データを受信するインターフェース部である。
　データ送信部１４は、携帯電話機５０からの指示に応じて、伝送データＤＢ１２ａに保
存されたデータを読み出して、携帯電話機５０のデータ読み出し部５５へ送信している。
また、データ送信部１４は、読み出した予測データをデータ読み出し部５５へ送信したと
きに、その予測データの使用情報を課金ＤＢ１２ｂへと送り保存させている。
【００２３】
　復号部１５は、上述したようにダウンロードした予測データが暗号化されているので、
受信部１３がその予測データを受信したときに、後述のＲＯＭ１６に保存された復号鍵を
読み出して、受信した予測データを復号化し、ＥＥＰＲＯＭ１２の伝送データＤＢ１２ａ
に保存させている。
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　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１６は、携帯電話機５０の使用者の認証
情報や、電話機能やインターネット機能の使用認証や、データの復号鍵を保存した読み出
し専用の不揮発性メモリである。
【００２４】
　基地局８０は、図２に示すように、契約された携帯電話機５０に対して通信機能を実行
可能にする通信基地であり、電話の通話情報を送受信したり、サーバ８１や課金サーバ８
２に対してデータを送受信することができる。
　サーバ８１は、さまざまなコンテンツを有するネット上のホームページ（ＨＰ）などを
管理しており、そのコンテンツに応じた情報（データ）を携帯電話機５０などの通信端末
機にダウンロードさせている。
【００２５】
　課金サーバ８２は、基地局８０に接続されたサーバ８１の一種であり、携帯電話機５０
に対してダウンロードされて実行されたデータの使用情報を管理するサーバである。具体
的には、課金サーバ８２は、定期的（例えば、月に一度）にＩＣカード１０のＥＥＰＲＯ
Ｍ１２に設けられた課金ＤＢ１２ｂから、携帯電話機５０でダウンロードされて実行され
たデータの使用情報を受信し、その使用情報に基づいて、データの使用料金を携帯電話機
５０の使用者に請求することができる。
【００２６】
　次に、携帯電話機５０が基地局８０からデータをダウンロードしてから、使用者がダウ
ンロードしたデータが携帯電話機５０上で実行されるまでの携帯電話機５０及びＩＣカー
ド１０の動作について説明する。図３は、通信部から予測データを受信し、ＩＣカードで
保存するまでの動作を説明するフローであり、図４は、ＩＣカードに保存された予測デー
タを読み出して、携帯電話機で実行するまでの動作を説明するフローである。ここで、説
明を明確にするために、携帯電話機５０の使用者が外部のサーバ８１からダウンロードす
るデータを動画データとして説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２７】
　使用者が、携帯電話機５０でサーバ８１から動画データとして、例えば、映画の映像及
び音声をダウンロード（ストリーミング）しながら、継続的にネットワークアプリ実行部
５７で実行される動画データを携帯電話機５０に設けられた不図示のディスプレイで見て
いるときに、地下鉄などの通信が断続的になる領域に移動した場合、携帯電話機５０のＣ
ＰＵ５１は、図３に示すように、地下鉄の駅から発せられる通信遮断信号を、通信部５２
を介して受信してネットワークアプリ実行部５７に送る（Ｓ１０１）。
【００２８】
　通信遮断信号を受信した携帯電話機５０のネットワークアプリ実行部５７は、先読み部
５６に対して予測データを要求する（Ｓ１０２）。そして、その要求に応じてＣＰＵ５１
は、現在使用者が利用している映画のデータをダウンロードしているダウンロード先から
、この後使用者が利用するであろうと予測される予測データを先読み部５６に選定させ（
Ｓ１０３）、通信部５２を介してサーバに要求する。ＣＰＵ５１は、通信部５２にその予
測データを予め先読み部５６にダウンロードさせる（Ｓ１０４）。
【００２９】
　本実施形態では、ダウンロードしているデータが映画の映像及び音声であるので、先読
み部５６は、現在表示している映画の続きの映像、例えば、５分先までの映像を予測デー
タとして選定し、その選定した予測データを、通信部５２が基地局８０に接続されたサー
バ８１からダウンロードする。先読み処理によって選定された予測データが通信部５２に
よって受信されたら、ＣＰＵ５１は、先読み部５６で受信した予測データを確認し、転送
部５４を介してＩＣカード１０の受信部１３へと送信する（Ｓ１０５、Ｓ１０６）。ここ
で、上述したように、基地局８０から受信したデータは、暗号化されており、不正な使用
によりデータ内容が読み出されることを防止している。
【００３０】
　携帯電話機５０から予測データ（未視聴の動画データ）を受信したら、ＩＣカード１０
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のＣＰＵ１１は、暗号化された予測データを復号部１５で復号化させ、復号化された予測
データ（平文データ）をＥＥＰＲＯＭ１２の伝送データＤＢ１２ａに保存させる（Ｓ１０
７）。ここで、携帯電話機５０のＣＰＵ５１及びＩＣカード１０のＣＰＵ１１は、それぞ
れ、各命令に対して応答確認を行っており、予測データが伝送データＤＢ１２ａに保存さ
れた時点で、伝送データＤＢ１２ａから受信部１３へ応答確認信号ＡＣＫが送信される（
Ｓ１０８）。同様にして、ＩＣカード１０の受信部１３と携帯電話機５０の転送部５４と
の間、転送部５４と先読み部５６との間、先読み部５６とネットワークアプリ実行部５７
との間における応答確認も実施される（Ｓ１０９～Ｓ１１１）。
【００３１】
　使用者が地下鉄に乗車するなどして、携帯電話機５０の通信部５２による通信が遮断さ
れたとき、携帯電話機５０のＣＰＵ５１は、図４に示すように、ダウンロードした予測デ
ータの読み出し命令を、ネットワークアプリ実行部５７から転送部５４を介してＩＣカー
ド１０の受信部１３へ送信する（Ｓ２０１、Ｓ２０２）。予測データの読み出し命令を受
信部１３が受信したら、ＩＣカード１０のＣＰＵ１１は、伝送データＤＢ１２ａへその読
み出し命令を送り（Ｓ２０３）、伝送データＤＢ１２ａから復号化された状態の予測デー
タ（平文データ）をデータ送信部１４に読み出させる（Ｓ２０４）。
【００３２】
　データ送信部１４が平文データを読み出したら、ＩＣカード１０のＣＰＵ１１は、デー
タ送信部１４に読み出した平文データの使用情報を課金ＤＢ１２ｂに保存させ（Ｓ２０５
）、保存動作の応答確認を行う（Ｓ２０６）。
　ここで、課金ＤＢ１２ｂに保存するデータの使用情報とは、上述したように、使用した
データの種類やサイズの履歴であり、本実施形態では、動画データの種類と、視聴した時
間に基づいたデータサイズである。ここで、使用情報として管理されるデータサイズとは
、携帯電話機５０の命令に基づいてＩＣカード１０が伝送データＤＢ１２ａから読み出し
て携帯電話機５０に送信したデータの量であるので、使用者が実際に使用したデータに基
づいて、データの使用料金などの情報を適正に管理することができる。また、課金ＤＢ１
２ｂは、日時の情報を携帯電話機５０から受信することによって、動画データの使用情報
を日時の情報とともに管理することができる。使用情報を日時の情報とともに管理するこ
とによって、データの送信元の管理者は、使用されたデータの使用状況（分布）を確認し
たり、データの使用履歴を詳細に管理したりすることができる。
【００３３】
　課金ＤＢ１２ｂから応答確認信号ＡＣＫを受信して応答確認が終了したら、ＣＰＵ１１
は、平文データを携帯電話機５０のデータ読み出し部５５へと送信する（Ｓ２０７）。デ
ータ読み出し部５５が平文データを受信したら、携帯電話機５０のＣＰＵ５１は、ネット
ワークアプリ実行部５７へ平文データを送信して実行させ（Ｓ２０８）、使用者が利用し
ている動画データ（映画）を、通信状態に関係なく継続的に表示する。
　以上の動作によって、通信が遮断された環境においても、携帯電話機５０の使用者に対
して継続して、動画データをダウンロードして実行しているかのように見せることができ
、通信の遮断による動画データが中断されることを防止している。
【００３４】
　次に、携帯電話機５０で使用されたデータの使用情報を課金サーバ８２へと送信するま
での動作について説明する。図５は、データを使用した使用情報を課金サーバへと送信す
るまでの流れを説明するフローである。
　課金サーバ８２は、携帯電話機５０で使用者が利用したデータの使用量を確認する確認
命令を、上述したように、月に一度、基地局８０を介して携帯電話機５０に送信する（Ｓ
３０１）。携帯電話機５０が確認命令を受信したら、携帯電話機５０のＣＰＵ５１は、シ
ョートメッセージ処理部５８及び転送部５４を介してＩＣカード１０の受信部１３へ確認
命令を送信する（Ｓ３０２、Ｓ３０３）。
【００３５】
　受信部１３が確認命令を受信したら、ＩＣカード１０のＣＰＵ１１は、ＥＥＰＲＯＭ１
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２の課金ＤＢ１２ｂからデータの使用情報を読み出し（Ｓ３０４）、読み出した使用情報
を、データ送信部１４を介して携帯電話機５０のデータ読み出し部５５へと送信する（Ｓ
３０５、Ｓ３０６）。ＩＣカード１０から使用情報を受信したら、携帯電話機５０のＣＰ
Ｕ５１は、ショートメッセージ処理部５８を介して使用情報を課金サーバ８２へと送信す
る（Ｓ３０７、Ｓ３０８）。課金サーバ８２は、受信した使用情報に基づいてデータの使
用料金を計算する。
【００３６】
　以上より、第１実施形態の携帯電話機には以下のような効果がある。
（１）携帯電話機５０に送信したデータの使用情報を課金ＤＢ１２ｂで管理しているので
、携帯電話機５０で使用されたデータに対して使用情報を記録することができ、その使用
情報に基づいてデータの使用料金などを適正に管理することができる。
（２）受信部１３で受信するデータは、先読み部５６が、使用者がダウンロードして利用
するであろうと予測した予測データであるので、地下鉄の乗車などによって通信が遮断さ
れた場合においても、予測データを使用することによって継続的にダウンロードしている
動画データ（映画）を実行することができる。
【００３７】
（３）ＩＣカード１０に伝送データＤＢ１２ａを設け、携帯電話機５０から受信した予測
データを保存しているので、携帯電話機５０で使用されるまでデータをセキュリティ性の
高いＩＣカード内で保存することができる。
（４）暗号化された予測データを、復号部１５によって復号化して平文データにした状態
で、伝送データＤＢ１２ａに保存しているので、データを伝送データＤＢ１２ａから読み
出したときに、データを復号化する作業を省くことができ、データの読み出し動作の応答
を高速にすることができる。
【００３８】
（５）データ送信部１４は、データの使用情報を携帯電話機５０に送信するので、そのデ
ータの使用情報を携帯電話機５０から基地局８０を介して課金サーバ８２へと送信するこ
とができ、データの使用情報を携帯電話機５０の外部で管理することができる。
（６）ＩＣカード１０は、耐タンパ性を有しているので、その内部に保存したデータが不
正な行為によって外部に読み出されるのを防止することができる。
【００３９】
（第２実施形態）
　図６は、本発明によるＩＣカードを装着した携帯通信端末機の第２実施形態としてＩＣ
カードを装着した携帯電話機の概略を示す図である。図７は、携帯電話機５０－２でダウ
ンロードしたデータの流れを説明する模式図である。なお、以下の実施形態の説明では、
前述した第１実施形態と同様な機能を果たす部分には、同一の符号又は末尾に統一した符
号を付して、重複する説明や図面を適宜省略する。
　第２実施形態のＩＣカード１０－２及び携帯電話機５０－２と、第１実施形態のＩＣカ
ード１０及び携帯電話機５０との相違点は、図６に示すように、第２実施形態の携帯電話
機５０－２に記憶部５９が追加された点と、ＩＣカード１０－２のＥＥＰＲＯＭ１２－２
に伝送データＤＢ１２ａが備えられていない点である。
【００４０】
　携帯電話機５０－２の記憶部５９は、第１実施形態のＩＣカード１０の伝送データＤＢ
１２ａと同様の役割を有しており、通信部５２で受信した暗号化された予測データを、暗
号化されたままの状態で保存する書き換え可能な不揮発性メモリである。
　携帯電話機５０－２は、図７に示すように、先読み部５６で選定した予測データを、通
信部５２を介してサーバ８１からダウンロードしたら、暗号化された状態で記憶部５９に
保存する。使用者が地下鉄に乗車し、携帯電話機５０－２の通信が遮断されるような環境
になったとき、携帯電話機５０－２のＣＰＵ５１は、記憶部５９に保存された予測データ
を、転送部５４を介してＩＣカード１０の受信部１３へ送信する。
【００４１】
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　ＩＣカード１０の受信部１３が暗号化された予測データを受信したら、ＩＣカード１０
のＣＰＵ１１は、復号部１５で予測データを復号化し、ネットワークアプリ実行部５７で
実行可能な平文データの形態にする。そして、平文データを、データ送信部１４を介して
携帯電話機５０のデータ読み出し部５５へと送信する。このとき、ＩＣカード１０のデー
タ送信部１４は、平文データを送信したときに、データの使用情報を課金ＤＢ１２ｂに保
存する。
　データ読み出し部５５が平文データを受信したら、携帯電話機５０のＣＰＵ５１は、ネ
ットワークアプリ実行部５７へ平文データを送り、携帯電話機５０の通信が遮断された状
態においても、使用者が使用している動画データを継続的に実行する。
【００４２】
　以上より、第２実施形態のＩＣカード１０－２は、携帯電話機５０－２から受信した暗
号化された予測データを復号化して携帯電話機５０－２に送信しているので、セキュリテ
ィ性の高いＩＣカード１０－２に復号部が設けられ、不正に操作されるのを防止すること
ができる。
【００４３】
（第３実施形態）
　図８は、本発明による携帯通信端末機の第３実施形態として携帯電話機の概略を示す図
である。
　第３実施形態の携帯電話機５０－３と、第１実施形態の携帯電話機５０との相違点は、
図８に示すように、第３実施形態の携帯電話機５０－３には、記憶部５９－３と復号部６
０が設けられている点と、第１実施形態の携帯電話機５０に設けられた転送部５４及びデ
ータ読み出し部５５が省かれた点である。また、この相違点に関連して、本実施形態の携
帯電話機５０－３には、ＩＣカードが装着されていない。
【００４４】
　記憶部５９－３は、第１実施形態のＥＥＰＲＯＭ１２と同様の耐タンパ性を有したメモ
リであり、伝送データＤＢ５９ａと課金ＤＢ５９ｂとを有している。
　伝送データＤＢ５９ａは、通信部５２でダウンロードしたデータを保存する領域であり
、課金ＤＢ５９ｂは、後述の復号部６０が予測データを復号化したときに、復号化したデ
ータの情報（使用情報）を保存する領域である。
　復号部６０は、携帯電話機５０－３に設けられた不図示のＲＯＭに保存された復号鍵を
読み出して、記憶部５９－３の伝送データＤＢ５９ａに保存された予測データを、ネット
ワークアプリ実行部５７からの読み出し命令に基づいて復号化することができる。
【００４５】
　以上より、第３実施形態の携帯電話機５０－３は、ＩＣカードを使用しないで、予測デ
ータの復号及びデータの使用情報を管理しているので、第１実施形態及び第２実施形態に
記載されているような携帯電話機とＩＣカードとのデータの通信を行う必要がなく、デー
タの読み出しなどの処理速度を向上させることができる。また、携帯電話機５０－３の構
成を簡易にすることができ、携帯電話機５０－３の製造コストを安価にすることができる
。
【００４６】
　（変形形態）
　以上、説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であり、それ
らも本発明の範囲内である。
（１）第１実施形態及び第３実施形態では、ＩＣカード１０は、暗号化されたデータを伝
送データＤＢ１２ａ、５９ａに保存するときに復号化していたが、暗号化されたデータを
、伝送データＤＢ１２ａ、５９ａから読み出すときに復号化してもよい。こうすることで
、使用しない予測データは復号化せずに伝送データＤＢ１２ａ、５９ａに保存しておくこ
とができ、伝送データＤＢ１２ａ、５９ａに対して不正があった場合に、内部のデータが
読み出されるのを防止することができる。
【００４７】
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（２）各実施形態では、先読み部５６は、通信遮断信号を地下鉄の駅から受信したときに
、ネットワークアプリ実行部５７を介して先読み処理を開始していたが、使用者が地下鉄
に乗車する前に予め携帯電話機５０の操作部５３を介して先読みモードを設定することに
より、ネットワークアプリ実行部５７が先読み部５６に先読み処理を実行させることも可
能である。また、先読み部５６は、通信状態に関係なく、常に先読み処理を行うように設
定してもよい。
（３）各実施形態では、サーバ８１からダウンロードしたデータは、動画データであると
して説明したが、それ以外のデータ、例えば、ホームページ（ＨＰ）の画像情報をダウン
ロードしてもよい。この場合、携帯電話機５０の設けられた先読み部５６は、使用者が特
定のホームページ（ＨＰ）にアクセスし、そのＨＰからアクセス可能な他のＨＰなどの画
像データを、使用者がアクセスする前に予めダウンロードし、携帯電話機５０の通信が遮
断されたときに対応している。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明によるＩＣカードを装着した携帯通信端末機の第１実施形態としてＩＣカ
ードを装着した携帯電話機の概略を示す図である。
【図２】携帯電話機でダウンロードしたデータの流れを説明する模式図である。
【図３】通信部から予測データを受信し、ＩＣカードで保存するまでの動作を説明するフ
ローである。
【図４】ＩＣカードに保存された予測データを読み出して、携帯電話機で実行するまでの
動作を説明するフローである。
【図５】データを使用した使用情報を課金サーバへと送信するまでの流れを説明するフロ
ーである。
【図６】本発明によるＩＣカードを装着した携帯通信端末機の第２実施形態としてＩＣカ
ードを装着した携帯電話機の概略を示す図である。
【図７】携帯電話機でダウンロードしたデータの流れを説明する模式図である。
【図８】本発明による携帯通信端末機の第３実施形態として携帯電話機の概略を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００４９】
　１０、１０－２　ＩＣカード
　１１　ＣＰＵ
　１２　ＥＥＰＲＯＭ
　１２ａ　伝送データＤＢ
　１２ｂ　課金ＤＢ
　１３　受信部
　１４　データ送信部
　１５　復号部
　５０、５０－２、５０－３　携帯電話機
　５１　ＣＰＵ
　５２　通信部
　５４　転送部
　５５　データ読み出し部
　５６　先読み部
　５７　ネットワークアプリ実行部
　５９、５９－２　記憶部
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